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調壺計画につい て

大 屋 祐 司
司

(1) 

統計調査は種々の課業過程から成り立ってい

る。なかでも決定的に重要な過程は調査計画で

ある。統計調査を論じて調査計画の重要性にふ

れないものはいない。しかしながら，そこに統

計の成立ないしはその正否にかかわる問題性を

見出し，それを理論的に考察した統計学者はこ

んにちまでそう多くない。 FranzZizek (187 6-

1938)と蛯川虎三 (1897-1981)はこの過程に強

い関心を寄せ，問題の重要性を体系的に論じた

東西の代表的統計理論家である％

Zizekは，調査計画を指導的統計家の統計調

査にたいする「論理的決定と組織的技術的決

定」と理解して，統計の成立にかかわる決定的
注）

意義をそこに認め， 蠅川は， それを「統計調

査の理論的過程」として，そこに統計の吟味，

批判の視点を措定する。

（注）統計調査にたいする Zizekの理論的関心は．

「統計数の獲得に際して現に守られておりーまた当

然守られねばならない一基本的方法行程を摘出し，
…一般統計方法論の•••諸命題を定立する」2) ことに

あった。したがって彼は，指導的統計家の「論理的

決定と組織的技術的決定」の内容と規準を明らかに

して， 「決定」と「統計的労働行程」の関係につい
て知見に富む考察をおこなってはいるが，そうした

規準を守ってなされる調査計画が，対象的存在であ
る社会現象を， どのような理論的性格の精神的産物

（銀念的模像）にするか，すなわち調査目的にした

がって構想される統計集団と対象的存在（社会現象）

との反映＝模写の構図については，理論的考察を欠
く結果になっている。

雉川は Zizekの両決定を「統計調査の理論的過

程」としてとらえる。したがってその「技術的過程」

は Zizekの 「統計的労働行程」と範疇的にほほ対

応する。理論的過程で蛯川は「大量の認識」と「大
量観察の四要索」の規定における問題性を論じ，

「統計が正に語るべき大量を語っているかどうか」
の吟味の諸契機をこの過程に求める3)。その意味で

は，純川の統計謁査論は，統計の吟味，批判の方法
論である。

調査計画にたいする Zizek と蛯川のアプロ

1) 大屋「F.チチェックの統計調査論」（『四十周年

記念経済学論文集」（昭和42年九州大学経済学

部）。「統計調査論における蛯川虎三」（本誌第

32巻第 5• 6合併号）。
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2) F. Zizek, Wie statistische Zahlen entstehen, 
(1937) s. 2. 

3) 蛯川虎三「統計利用に於ける基本問題』（昭和
7年）「第2章大量観察に於ける理論と技術」。
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ーチは，上述のように，きわめて対照的である

が，それにもかかわらず，統計の成立か統計の

批判かに視点をおいて，調査計画の機能と意義

を立論する考察には，パラダイムの類似がみて

とれる。

ところで，調査計画を統計調査に固有の頭脳

労働とみるならば，調査計画をそういうものと

して考察の対象におき，計画課業の思考過程を

統計的認識の構図として，それを統計理論にま

で高める発想がそこに生れよう。しかしながら

わたくしは，そのような理論的貢献をこんにち

までまだ目にしていないように思う。

大橋隆憲 (1912-1983) の「統計理論の定式

化と形式主義化」4) は， 蛯川理論をふまえてこ

の課題に関説した労作であるが，関心は，やは

り，調査計画を統計家の頭脳労働の軌跡とし

て，その計画思考のプロセスを再現，定式化す

ることにはなく，「統計理論の定式化」のため

に統計集団の集合的性格を明らかにすることに

向けられている。したがって行論は蛸川の集団

論の補完的細論の構図となり，調査計画の現実

的な課業性格から一層離れた論理次元での展開

となっている。

通例の統計学書はこの種の問題に理論的関心

を寄せない。そのため，たいていは， Alexander

Kaufmann (1864-1919)の「五つのW」を援

用して，それらのWの決定における留意点を一

般的に述べることで，調査計画の理論的考察に

代えている。 Kaufmannの「五つのW」とは叫

ドイツ語のWではじまる次の五つの計画事項の

ことである。

4) 大橋隆憲・野村良樹『総計学総論（上）」（昭和
38年） 67~84頁。

5) A. Kaufmann, Theorie und Methoden der 
Statistik (1913) S. 260. 

第 51巻第 4号

Wer（誰が……調査主体）

Was（なにを……調査対象，調査事項）

Wann（いつ……調査時期）

Wo（どこで・・・・・・調査の場所）

Wie（どのように……調査方法）

(2) 

社会現象という「ことば」は，社会科学者に

とって，それがあまりにも腑灸された語である

ためか，定義らしい定義をさしあたり見出すこ

とができない。用例からみると，この語は用い

る人の関心事に応じて，各様に使われているよ

うである。状況がそうであるから，この語の使

用については定義抜きでも行論に支障が生じる

とは思われないが， 本稿は，「社会現象」 とい

う語で表現される事象 （対象的存在）が「統計

調査」 とよばれるある種の社会的行為によっ

て，「統計」 という名の情報形態になる過程，

すなわち社会現象を統計として把握する社会的

な仕組み（統計作成過程）を論理的に明らかに

して，統計の「情報」としての性格を見究める

ためのものであるから，定義としてはたとえそ

れが不十分であっても，さしあたってそれを示

し，行論に及ぶのが，主題にふさわしい立論で

あるように思われる。

わたくしは，社会現象を社会的定在，社会過

程ならびに社会意識の諸相と理解する。社会を

構成する人や組織（政府，企業，組合，団体な

ど）は，その社会の経済体制とそれに照応する

政治的，法律的，文化的あるいは宗教的諸制度

のもとで，それぞれに独自の経済的，政治的，

社会的行為を営みながら，物やサービスを生

産，流通，消費あるいは管理，所有して，社会

的諸関係を作り，社会構成体の成員としてその
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存在を維持している。いま「定在」ということ

を．他の事物，事象との規定関係に現にある存

在と解するならば，社会構成体とその分子，ぉ

よびそれらの所有・管理物は，まさしく社会関

係としての「社会的定在」というべきものであ

ろう。「社会過程」はそのような社会的定在の

現実的な動的過程と理解されるので．それらも

また他の社会過程と不可分の規定関係にあるこ

とは明らかである。

社会現象の認識とは．そのような社会的定在

と社会過程ならびそれらにかかわる人びとの社

会意識の諸相．すなわちそれらの構造，変化，

発展を精神的にわがものにすることである。

「精神的にわがものにする」 とは． 明確な意味

内容と適用範囲をもつ術語で．問題の事象をと

らえ．「現象はかくかく． しかじかの形態と内

容をもつ」と理解することである。すなわち，

社会科学の諸概念とその複合によって，対象的

存在である社会現象を観念的に再構築（模像）

することにほかならない。

ところで，個的存在たとえば個人Aについて

の認識は， Aに対する接触，応答，ないしは観

察，測定，検査などによって，個人Aがもって

いる諸属性（肉体的，精神的，社会的，経済的

等々の性質•特徴＝対象性）を知覚し，その観

念的な総合の上に成り立つ。したがって，その

認識内容はAについての知覚，記憶，想像等に

よる表象 (representation)で，「特性」と「特
注）

性値」の複合として． 意識ないしは記録され

る。それがいうならば個人Aにかんする「情報

information」である。

（注）ここで，特性は，対象的存在の属性にかんする
知覚内容を言語で表現したもの，特性値はそれを数
または量で表現したものの意である。非数量的な特
性の数量（特性値）化も考えられないことはない
が，ここではその種の問題には立ち入らない。

われわれは社会のなかに生きている。生きて

いるということは，自からが経済的，政治的，

文化的および精神的生活を営みながら，社会構

成体の分子（その肢体としての個的存在）とし

て，きわめて微小な存在ながらも，社会現象の

一端を担い，その構成要素になっているという

ことである。そのかぎりでは，われわれは社会

と日常的に接触し，応答し，社会を観察してい

ることになるが， しかし，そのような経験（観

察等）は個人的，局所的かつ原子的で，およそ

「社会現象を観察した」 と言えるようなもので

はない。社会構成体と個的存在とのそのような

規定関係にもかかわらず，複雑多岐で相互依存

の有機的関係にある社会現象が総体として観察

できるためには， しかるべき理論と方法とが必

要である。社会現象を総体的に理解するための

理論は社会科学によってあたえられるが，方法

は統計家が構想し，観察可能なように計画しな

ければならない。

(3) 

個人Aについて語るとき，われわれは語る目

的に応じて，情報として獲得されている彼にか

んする多岐にわたる特性ないしは特性値から，

そのいくつかを選び，頭の中ないしは紙の上に

配列あるいは結合して，個人Aを具体的に語

る。したがって，そこで語られている個人Aす

なわち表象としてのAは，人間としての個人A

の全一体的な反映像（模写）ではなく， Aのも

ろもろの属性のうち，特定のものにスボットを

あて，その特性と特性値だけで構成した模像に

ほかならない。見方をかえれば，ある属性が個

人Aによって，どんなに重要であっても，語る

人の語る目的にとって，当面の直接的な関心事
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項でないならば，それらの属性の知覚である特

性と特性値は， 目的像の組成要素には成らな

い。すなわち語る目的がことなれば，そのため

の知覚複合＝模像も異なるということである。

簡単な例示が行論の理解に役立つであろう。

医師は個人Aの肉体的・精神的属性とその変

容に関心をもち，診察と検査等によって，診断

（各種の疾患について医師が感得している模像

＝知覚複合）に必要なAにかんする梢報（それ

は特性と特性値からなる）をあつめる。大学は

入学者の選抜にあたって内申書（それは特性と

特性値からなる）と入学試験の成績（それは特

定学力の特性値）とに関心を寄せる。

医師にとっては， Aにかんする情報収集の目

的が病状の確認と治療にあるので， Aの学力特

性値である英，数，国，社，理の成績は，さし

当り，どうでもよい範疇に属する情報である。

後者の場合は， Aがその大学で教育を受けるに

十分な能力と学力をもっているか否かの判定の

ための情報の収集であるから，判定基準（それ

がどういう特性と特性値の複合＝校像から成る

かは別として）を構成しない情報は，そこでは

問題にされない。換言すれば，それらは判定基

準をなす知覚複合＝模像の組成要素ではないと

いうことである。要するに，なにらかの実践を

予想してつくる対象の模像＝知覚複合は，そう

いう認識性格の目的像ということである。

われわれは，さきに，個的存在についての認

識の態様をみた。いま，社会をさまざまな個的

存在の有機的総体とみるならば，対象的存在と

しての社会現象は，個的存在がそれぞれに有し

ている諸属性の総体的な現れ（総体像）， ある

いは総体的対象性（総体性）とみることができ

よう。これから明らかになるように，統計は，

理論的にも手続的にも，個的存在についてのあ

第 51巻第 4 号

る種の確認である（それがどういう種類の確認

であるかが情報としての統計の性格を規定す

る）調査個票記載事実の止場（自己を否定して

転化したもののなかに生きること）を通して成

り立つのであるから，統計調査を予定する総体

像の認識は，観念上の手順として，個的存在に

かんする情報（特性と特性値）を同一様式の調

査票で集め，それらを総括ないしは分類する概

念と指標とによって把握する構想えと進む。‘

ところで，社会科学の諸概念は，理論を構成

し，またそれによって定義されるが，それらの

概念のすべてが統計指標として用いられるわけ

ではない。われわれは現象を明示するために各

種の情報を収集し，理論的，概念的に処理する

が，統計指標は，そのようなとき，総体像の構

造や変化の特徴を統計的に表現するための概念

装置である。したがって，それは統計的表章形

態に組込まれ，そのもっとも主要な組成要素と

なり，表示される指標値に対して主辞の関係に

ある。収集された個的存在にかんする特性と特

性値は，この概念装置にもとずいて分類され，

加工計籐されて指標値となる。統計的表章に用

いられる産業別，識業別，学歴別，規模別，地

域別，等々あるいは総数，総額，平均値，比例

数などの数字形態をもって表現される社会科学

の諸概念（たとえば有業人口，生産年令人口，

平均賃金，失業率，物価指数， GNPなど）が

それである。

（注）統計指標にかんしては次の定義が紹介されてい

る。
「統計データーの総括は，全体集団，部分集団，

集団単位， 標識とともに，統計学の概念のなかに，
もう一つの重要な概念として指標（統計指標）を加
える。 （統計）指標は， 集団の全体的な傾向を捉え
るために， 集団に関するデーターにもとずいて，集
団のいろいろな特徴を計数的に表徴したものであ
る」6) （プロシュコ）。

「統計指標とは，社会現象（個々的にあるいは総
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体的に）のあれこれの特質を特徴づけている数字で
ある」7) c11.nスースロフ）。

なお，大月版「経済学辞典』の「統計指標 stati-
stical indicator」には「一定の理論 （または仮説）

にもとづいて，社会経済現象の側面を実証的・数量

的に把握するために作成・利用される統計の標識・

分類，あるいは諸椋識・分類の組合せ，さらに，こ
の標識・分類に関する統計値をもさすことがある」8)

と記されている。

すでに述べたように，特性と特性値が個的存

在の認識にとって，知覚要素としての意義をも

つとすれば，概念と指標概念とは総体像の把握

にとって認識要素としての意義をもつ。とはい

え，各種各様の個的存在（社会構成体の各々の

分子）にかんする情報が，統計家の手中にあら

かじめ在るわけではない。また一定の様式にし

たがって記入されたそれらの特性と特性値にか

んする記録が，この社会のどこかに一様に存在

しているわけでもない。

したがって，統計家は，われわれが個人Aに

ついて語るとき，語る目的に応じて， Aにかん

する特性ないしは特性値のなかから，合目的的

にそのいくつかを選び，それらを配列ないしは

結合して， Aの具体的表象を得るように，総体

像の認識においても，目的に応じて，社会科学

の各種の理論から必要な概念と指標概念とを借

り，それらによって対象的存在としての総体像

を概念的にとらえねばならない。そのように概

念の複合によって把握される総体像が，調査計

画にあたり統計家があらゆる計画思考の基底に
注）

おく理論的模像（概念複合）である。

6) 浜砂敬郎「B.r．プロシュコと統計利用」（長

崎大学教蓑部紀要『人文科学J第17巻， 1977) 7 

頁。

7) 桂 昭政「統計指標；統計指椋体系についての

一考察—--11.n．スースロフの所説を中心として
ー」（挑山学院大学 『経済・経営論集」第19巻
第3号 1977)334頁。

8) 大月版『経済学辞典 (1979)』 「統計指椋」（野

沢正徳） 695頁。

（注）認識論の次元でいえば．飽川の「意識に反映さ

れた大量」が．上述の理論的模像と同位であろう。

しかし前者が． 「大量は其の存在が社会的に規定せ

られた集団である。個人が意識すると否とに拘ら

ず．欲すると欲せざるとに関せず．それは集団とし

て存在する。之れ社会的に其の存在が規定されると

いう所以である。ゆえに．社会の研究に於いて大量

を大競として把掘しないならば，観るべきものを観

ないのであるから．かかる研究の結果は誤謬であ
る。是に於いて正しき認識方法を採ることが根本的

である。而して個々の社会科学はその対象とする社

会関係を解剖し分析して理論を定立するが，此の理

論によってのみ我々は何を大量とし．大量とせざる
を得ないかを知ることができる」 9) というように．

対象（大量）の意識への反映像であるのに比して，

いま考察している「理論的模像」が，所与の閾査目

的に適合的な， したがって統計家の裁量的模像の性

格を有する点，同じく対象の反映像ではあっても，

雉川の「意識に反映された大量」と異なる。

特性と特性値による表象は知覚複合であるか

ら， それは感性的認識である。それにたいし

て， 理論的模像は上述の行論で明らかなよう

に，概念の複合であるから理性的認識のカデゴ

リーに属する。とはいえ，その認識は対象的存

在の総体性を反映する全ー的な模像ではなく，

目的を通して選らばれた総体像の局部ないしは

局面にかんする， しかもそれだけに局限された

模像＝概念複合であることも，また明らかであ

る。統計の経験批判論的認識性格は，総体像の

この論理から不可避的に派生する。

（注）本稿で用いる「複合」という術語（知覚複合，

概念複合，指標複合）は， ErnstMach(l838-1916) 

の「要素複合体（感党複合体）」の造語にならった

ものである。しかし存在と複合の聯関についての私

の珪解は， Machのそれとは， およそ正反対であ

る。そのことは，彼の次の一文に照せば明らかであ

ろう。
「物体が感覚を産出するのではなく，要素複合体

（感覚複合体）が，物体をかたちづくるのである。

…世界は，われわれにとって， 摩詞不思儀な存在か

ら成り立っているのではない。•••われわれにとって

は，さし当り，色，音，空間，時間…が，究極的要

素であり，これらの所与聯関こそが，われわれの探

究すべきものである。実在の探究はまさしく是に存
する」10)。

9) 前掲『統計利用に於ける基本問題』 110頁。
10) エルンスト・マッハ，『感覚の分析』（須藤吾之

助・広松渉訳）法政大学出版局 (1971年）， 23頁。
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Machの世界認識とは逆方向の「存在→知覚→概
念化」の思考様式にとっても， 「複合」という組成
概念の導入は，対象的存在と統計との反映＝模写の
認識性格をあきらかにするのに，それなりの有用性
はあるように思われる。

人口は一般に「一国または一定地域に居住す

る人の総数」とか「ある場所に限定された人間

集団」 といわれる。前者では人口が「一国」，

「一定地域」，「居住する人」，「総数」 という比

較的に単純な概念の複合によって説明されてい

る。 このことは， 後者の「場所」，「限定され

た」，「人間集団」についても同様である。この

両概念複合における共通点は，具体的ではない

が，国，地域，場所というような存在空間（あ

るいは生活空間）にかんする限定が付されてい

ることであろう。他方，相異点は「総数」とい

う統計学の概念と「人間集団」という社会学の

概念とが，人口を規定する客語として用いら

れ， それぞれ異った内容を語っている点であ

る。しかし，いずれにしても，総数，人間集団

という術語で語られている対象的存在が，性，

年令，体位，血液型等々の肉体的諸属性をも

ち，経済，政治，文化，精神等々の生活を営み

ながら社会を構成している人およびその家族の

総体であることは，ここであらためて述べるま

でもないことである。

「社会的」であることが， 人間を動物から区

別する徴表であるとすれば，人口の人口たるゆ

えんは，その存在ないしは活動の「社会性」と

いうことであろう。その意味では，生産と消

費，階級と階屑，世帯や地域，政治，教育，思

想，信仰，職業，従業上の地位，資産，住居等

々の総体的対象性（総体性）から切離された人

口は，いわば高度な抽象物で，それはもはや単

なる空疎な頭数（あたまかず）でしかない。し

たがって，人口といえば，さしあたり，自然的

第 51巻第 4 号

属性，社会経済的属性，精神的文化的属性等を

有する人口の総体が，人びとの脳裏にうかぶ。

それは人口についてのある種の模像で，それを

統計的にとらえようとすれば，自然的，社会経

済的，等々の概念で総括されている諸属性を，

それぞれ，指標概念に直し，それでもって，総

体としての人口を構成しなければならない。

個人としての人間は，自然的あるいは肉体的

属性として，前記のような性，年令，体位，血

液型，等々を有するので，その総体像としての

人口も，性的側面，年令的側面，等々の側面か

らなる模像として，統計家の悩裏に描かれる。

それは，対象的存在としての人口を，自然的属

性にもとずく指標概念（性別，年令別，等々）

で概念的に構築したモザイクあるいは指標複合

である。

社会経済的属性にもとずく指標概念を総体像

の側面として，人ロモザイクを構成すること

は，複雑多岐な社会経済の連関性のゆえに，き

わめて高度な思考を必要とする。したがって，

人口にかぎらず総体としての社会現象の統計的

把握には，その総体像と指標概念をめぐる理解

の対抗が，つねにともなう。

(4) 

調査計画にさいして，統計家は，理論と経験

にもとづいて，最初は直観的に，対象について

の模像をつくる。それから彼は，自分の模像を

客観的で，内容豊かなものにするために，関連

の文献，資料を調べ，会議をもち，場合によっ

ては事例についての具体的調査研究にも及ぶ。

彼はこうして，統計の対象になるであろう社会

現象の目的像を，精神的にわがものにしてい

く。したがって，彼が選び用いる諸概念が，現

象の本質面をどれだけ内包したものであるかに
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応じて，またそれらの諸概念で総体像を再現す

るとき，その複合が調査目的にとって適切妥当

な裁量であるかどうかによって，彼が構想した

理論的模像が対象的存在のよい目的像であるか

どうかがきまる。

ここで対象的存在を規定する諸概念は，いう

までもなく社会諸科学のそれであるから，その

複合である模像も，援用された社会科学の理論

性格を不可避的にもつことになる。統計の理論

的性格はここにその源を発する。

統計家が自から調査目的を措定できる場合

と，上位機関ないしは統計需要者から，それが

あたえられる場合とでは，調査計画における統

計家の理論的模像にちがいが生じよう。という

のは，前者の場合は， 統計家の思考過程が，

（社会現象→統計家の社会科学の理論） →概念

複合（理論的模像）→調査目的→調査計画と進

むのにたいして， 後者の場合は， それが，（調

査目的→統計家の社会科学の理論）→社会現象

→概念複合（理論的模像）→調査計画とならざ

るをえないからである。

ところで， いま特に指摘しておきたいこと

は，上記の二系統の図式 (Schema)が，一見し

たところ同じ術語の配列の異なる連結であるよ

うにみえながら，配列のちがいによって，それ

ぞれの術語が意味する内容ないしは意味連関に

ちがいがあるということである。すなわち前者

の系統図 (Schema) についていえば，理論的

模像は統計家が身につけている社会科学の理論
注）

鏡に反映した社会現象の原像であり，したがっ

て，そこでの調査目的は，社会科学的関心事項

（あるいは「顕著事項」＝知るに値することが

ら）で構成される。

（注）前節の注でとりあげた雉川の「意識に反映され
た大贔」11)はここでの「原像」にあたる。

ところで， 後者の Schemaの調査目的は，

上位機関ないしは統計需要者の政策目的ないし

は実践目的に必要な統計的関心事項から成り，

社会科学の理論に忠実な原像に対して，統計家

を規制し， 目的専ーの理論的模像（概念複合）

を要請し，計画事項の決定にさいして，裁量基

準として機能する。統計家が計画にさいして描

＜模像は，一般的にいえば， 前者の Schema

における理論的模像ではなく，後者のそれであ

る。ちなみに，純粋に科学的な統計調査が可

能であるならば， その際の理論的模像とその

Schemaは疑いもなく前者のそれであろう。

したがって社会科学的関心事項を複合要素と

する理論的模像と，調査目的に照らして選ばれ

る概念複合としての理論的模像との間には，当

然くいちがいが生じる。このくいちがいは，調

査計画の諸規定のちがいとして具体化するの

で，統計批判においては，つねに前者が後者に

たいして批判の鏡となる。統計の被批判性はま

さしくこのくいちがいにその源を有する。それ

ゆえに社会と社会科学における統計批判は論理

的に不可避である。

上記の Schema に即していえば， 事情はま

さしくそうであろうが，実際の計画課業におい

ては情況はいくらか flexibleである。統計家

が自から調査目的を措定する場合を想定しよ

う。彼は，調査票の構成とその運用方法，分

類， 集計と統計表への表示， 等々についての専

門技術的知識と，調査に要する費用，労力，実

査と集計の管理，等々についての経験的知見を

身につけているので，彼の思考は，当初から調

査技術に規制されて進行する。したがって，理

論的であってよいはずの模像にも，技術的，組

11) 本稿 5頁。
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織的要素のみならず，社会体制的諸要因さえも

が，制約的に影を落す。

反対に，調査目的が外部からあたえられ，統

計家が調査計画の立案にあたる場合をみよう。

統計需要者は，たいてい，調査技術について統

計家ほどの専門的知見を有しないので，技術的

にみて不可能，ないしは著しく困難な調査内容

を，費用や労力等々とのバランス抜きで欲求

し，統計家に過大な期待を寄せる。この場合，

統計需要者とのきびしいやりとりの末，技術的

に調査可能な水準にまで，調査目的の修正ない

しは換骨化が進行する。

この二つの風景は，調査計画が，調査目的と

統計家の社会科学理論のみならず，調査技術に

ついての専門的知見にも，大きく規制される事

実を，われわれに語っている。

(5) 

調査目的がどのような内容，形式であたえら

れるかは，統計調査をめぐる国民的土壌によっ

て異なるように思われるが，調査目的が調査計

両における統計家の裁量を制約する基準となる

ことを考慮すると，統計学の発生の地ドイツに

みられるように。

1. この調査はなぜ行われなければならない

か（統計調査の必要事由）。

2. この調査で何が把握されるか（統計的関

心事項）。

3. 調査結果はどう利用できるか（資料価

値）。

4. 他の統計との関連はどうか（関連統計事

項）。

というような事項についての規定が，調査目

的の内容としてのぞまれよう 12)0 

とはいえ，わが国の政府統計調査の調査目的

第 51巻第 4 号

は，以下にみるように，形式的には類似，内容

的には「00の実態を明らかにする」という漠

としたものから，「00と△△の実態を明らか

にする」もの，さらには賃金構造基本統計調査

のように統計的関心事項を列記する形態のもの

まで，規定の仕方は多様である。

商業調査は商業の実態を明らかにすること

を目的とする（通商産業省）。

社会生活基本調査は国民の生活の実態を明

らかにするための基礎資料を得ることを目的

とする（総務庁）。

労働力調査は国民の就業及び不就業の状態

を明らかにすることを目的とする（総務庁）。

就業構造基本調査は国民の就業及び不就業

の状態を調査し，全国及び地域別の就業構造

に関する基礎資料を得ることを目的とする

（総務庁）。

（農家経済）調査は農家の経営及び家計収支

の実態を明らかにし，農業行政の基礎資料を

整備することを目的とする（農林水産省）。

（賃金構造基本統計）調査は労働者の種類，

戦種，性，年令，学歴，勤続年数，経験年数

等と賃金との関係を明らかにすることを目的

とする（労働省）。

調査目的がどのような規定の仕方であたえら

れようと， それが与えられれば， いずれにせ

ょ，統計家は調査目的の達成のために，どうい

う統計が必要かを構想せねばならない。そのさ

い構想の下絵になるのが，総体像について抱く

統計家の理論的模像である。

理論的模像は，さきにみたように，概念の複

合によって構成されるので，模像の側面ないし

は複合の要素を，調査目的に照らして選択すれ

12) 大屋「調査目的について」（本誌第47巻第

5 ・ 6合併号） 39-43頁。
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ば，それらが調査の主要な柱あるいは面である

から，調査しなければならない事象の範囲，す

なわち調査事項の大枠が理論的にあるいは経験

的に明らかになる。

ところで，調査事項の確認は，その事項を属

性としてもつ個々の「客体」， すなわち個的存

在について行われる。 したがって，「調査の客

体」は， 人（個人または世帯） の場合もあれ

ば，組織体（事業所あるいは企業，または団体）

であることもある。人または組織体が所有ない

しは管理，あるいは関係する「物」や「地域」

の場合もある。

「調査の客体」という代わりに「調査の対象」，

「調査の範囲」という語も用られる。わが国の

政府統計についていえば，総務庁主管の統計調

査規則では「調査の対象」が使われ，通商産業

省， 労働省， 文部省などは「調査の範囲」，そ

して農林水産省，経済企画庁は「調査の客体」

を用いている。しかし，総務庁統計局編集『統

計調査総覧』では，すべての統計調査にわたっ

て「調査対象」が用いられており， Supplement

to the Mothly Statistics of Japanでは，該

当の termはいずれも “Coverage"であるか

ら，用語のちがいに確たる理論的根拠があるよ

うには思われない。強いて言えば対象の存在様

式のちがいを考慮した省庁の慣行によるという

ところであろう。

それはそれとして，統計家が調査対象の規定

に及ぶことは，彼の思考が，調査の fieldwork

で確認しなければならない事象の担い手すなわ

ち総体像の各面の構成に加わる単位を，観念的

にではあるが，脳裏にえがくことができるとこ

ろまで具体化していることを意味する。こうし

て統計家は，調査員が fieldwork で実際に相

対するであろう調査客体と，彼の deskの上で

相対することになる。

(6) 

「社会的定在」，「社会関係」，「社会過程」あ

るいは「社会構成体」，「社会現象」など，用語

としてみれば僅か数語にすぎないが，それらの

「ことば」で総括的に表現されている個々の定

在，関係および過程の客体的な様相は，文字通

り複雑多岐，千差万別である。したがって，人

にせよ．物にせよ．あるいは組織体にせよ．そ

れらが調査目的にとって必要な総体像の真の担

い手であるかどうか．個々の具体的事例につい

て見別けることは，なにらかの「手がかり」な

しには不可能であろう。なぜならば，統計調査

は事例研究(casestudy)とことなり，膨大な数

の定在を調査対象とするものだからである。い

わんや．実査の過程を担う統計労働者は社会科

学者でもなければ．専門統計家でもない。たい

ていは．調査の都度．扉用される一般社会人で

ある。したがって．個々の事例について誰もが

誤りな<,しかも容易に判別できるような判断

の基準ないしは識別の目印が統計調査には必要

である。統計学はそのような「目印」を「基本

標識」とよび．基本標識をもつ．ないしはそれ

によって捉えられる個的存在を「統計単位」．そ

して統計単位の総体を「統計集団」と定義して

いる。

統計家は調査目的に即して構想した理論的模

像の大きさを，この統計集団によってはじめて

総数または総額としてとらえることができる。

なぜならば，統計の対象（すなわち統計的関心

事項の担い手）と規定された個的存在と統計集

団を構成する統計単位とは，基本標識を介して

初めて計数，計量 (countand measure)が可能

な1対 1の対応関係におかれるからである。ま
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た個的存在が特性値を有するならば，その総計

は模像の量的な大きさ，すなわち総額となる。

基本標識については，個体または個別事例に

「共通の目印」，あるいはその「同種性」と理解

するのが，多くの社会統計学者の今日的見解で

鱈。
（注） 「統計調壺にかんし論議のまととなるのは，け

っきょく，客観的集団を統計としていかに正しくと

らえるかということである。一般に集団において，

個体と全体との結びつきは，個体が有するある種の

共通性である。この個体の同種性はなんらかの標識

としてあたえられる。これを集団の基本標識とい

う。

一つの統計集団にぞくする個体は基本標識の一致

の外にあっては，全体に総括されながら，無限の差

別性をふくんでいるので，むしろその特定のものに

将目して構成的規定がなされねばならない。それに

役立つ標識が集団の構造標識といわれる。…•••もち
ろん，一般に標識は集団を全体集団として把握する

ときには基本標識となり，おなじ集団をもっと大き

な集団の部分集団として扱うときは，構遣標識とな

るといった関係にある」13)。

「統計方法のすべての適用事例に共通な前提は，

なによりもまず，数えられるということである。し

かしながら，数えられるときには，つねに比較的多

数の同種の事物がそこになければならない。という

のは，同種のもののみしか数えることができないか

らである。かくして，われわれは統計を適用するた

めの基本的前提に到達する。それは同種の単位の総

体があたえられていなければならないということで

ある。われわれは，そのような総体を統計集団とい
う」14)。

「しかし， 同種性 Gleichartigkeitは完全な同

等性 Gleichheitではなく，実質的に重要な上位概

念への従属可能性を意味する。したがって，同種の

単位は共通の上位概念として決められた標識（基本

標識の意…大屋）に関しては一致するが，その他の

点では，多かれ少かれ，それぞれに相異なるだろ
う」15)。
有田正三の学説史的研究によれば，統計集団や基

本標識についての上記のような「形式的同種性for-
male Gleichartigkeit」の強調は， F.Zizekには

じまるという 16)。

某本標識とはなにか。前（注）で照会した二者

からの引用は，たしかに基本標識と統計集団と

の関係をよく説明している。しかし立論はあま

りにも形式論理的であるように思われる。多く

13) 米沢治文．一条勝夫『講要統計学」（日本評論

新社 1958) 19頁。

第 51巻第 4号

の統計調査規則にみるように17), 「調査の対象」

あるいは「調査の範囲」にかんする規定は，あ

る種の範疇に属する個的存在が調査目的に即し

た統計的関心事項の担い手であるか否かをきめ

る定義からなっている。したがってそれは統計

単位の規定でもあるし，また統計集団のそれで

もある。

実際の調査計画では，基本標識，統計集団の

語は用いられない。「商業統計調査」について

みよう。

調査は「商業の実態を明らかにすることを目

的」にしている（第二条 調査の目的）。この

目的条項については，すくなくとも三つのこと

が問題になろう。「商業」 とは， その「実態」

とは，そして「明らかにする」とは，である。

どう「明らかにするか」は統計の種類と表章形

態にもかかわる問題であるから，後述（別稿）を

予定し，さしあたり「商業」と「実態」につい

て言及しておこう。

『経済学辞典』は「商業」について，つぎの

ように説明する。

「商品流通が発達すると生産者と消費者の間

に第 3者が介入して，彼らの売買交換を仲だ

ちするようになる。売買交換の媒介は，この

第 3者がまず生産者から商品を買い，ついで

これを消費者に売ることによって，すなわち

再販売購入によって行なわれる。商品流通の

うちこのような第 3者の再販売購入からなる

部分が商業である。

14) Paul Flaskamper, Allgemeine Statistik, Grun 
driB der Statistik, Teil 1, Verlag von Richard 
Meiner, 2 Auflage, 1949, S. 12. 

15) P. Flaskamper, a.a.O. S. 31-2. 

16) 有田正三『社会統計学研究』（ミネルヴァ書房

1962) 123-31頁。

17) 全国統計協会連合会編「統計六法」（新日本法

規出版 1983)参照。
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商業の発展とともにその内部で社会的分業

が行なわれるようになる。段階的に卸売商業

と小売商業の別が生まれ，卸売商業の収集，

仲継，分散段階への細分化が生ずる。ここに

小売商業というのは，個人的な最終消費者へ

の販売を主とする商業であり，それ以外のも

のはすべて卸売商業である。

各段階の商業はさらに部門別に分化する。

すなわち場所による専門化，商品種類による

専門化，需要目的による専門化などである。

商品種類別分化は卸売段階で，需要目的別分

化は小売段階でとくにいちじるしい。同一段

階における分化はまた販売形態別にもおこな

われる。たとえば卸売段階における総合商社

と専門商社との別， 小売段階における百貨

店，連鎖店，スーパーマーケット，専門店な

どの別がそれである。すべてこれらの分化は

競争を通じて行なわれるが，競争はまた商業

の階屈分化をも発生させる」18)。

「実態」 という語は， 特定の内容をもつ専門

用語ではない。どの国語辞典でも，それは「実

際の状態」 ということであるから， 「商業の実

態」も商業という社会経済的行為とその結果の

実情と解することができる。したがって，その

理論的模像は，そのような商業現象の担い手と

それらの特性および特性値を内包とする概念の

複合によって構成される。現象の担い手は「対

象規定」によって限定され，模像は次節でふれ

る「調査事項」を概念要素として形成されるの

で，理論でいう統計集団の構成とはこの両者を

確定することにほかならない。

商業統計調査規則（通商産業省令）は第 4条

で「調査の範囲」を「商業調査は，日本標準産

18) 大月版『経済学辞典 (1979)』,「商業」（森下不

二也） 485-6頁。

第 51巻第 4 号

業分類に掲げる大分類G一卸売業・小売業に属

する事業所（以下商店という）について行う。

ただし，国および公共企業体に属する事業所を

除く」と規めている。この規定によれば，商業

現象の担い手は卸売・小売業に属する事業所と

いうことになる。

政府統計の「事業所」概念については次の規

定がある 19)。

「ここでいう事業所とは， 経済活動の場所

的単位であって原則として次の要件を備えて

いるものをいう。

(1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおい

て一定の場所すなわち一区画を占めて行わ

れていること。

(2) 財貨及びサービスの生産又は提供が，人

及び設備を有して，継続的に行われている

こと。すなわち，事業所とは，一般にエ

場，製錬所， 鉱山，商店， 営業所， 事務

所，農家，学校，病院などと呼ばれるもの

である。

この場合，ー構内における経済活動が，単

ーの経営主体によるものであれば原則として

ー事業所とし，ー構内にあっても経営主体が

異なれば経営主体ごとに別の区画としてそれ

ぞれを一事業所とする。例えば，デパートの

一部を借りて営む別経営の店舗は，デパート

とは別の事業所とする。

ただし，この原則によらないものとして次

のような場合がある。

(1) 経済活動の行われる場所が一定せず，他

に特定の事業所を持たない行商，露天商，

個人タクシーあるいは自宅で仕事をしてい

る著述家，画家，家庭における内職者など

19) 「日本標準産業分類」 (1984年）における「事業

所の定義」。
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の場合は，本人の住居を事業所とする。

(2), (3)・・・・..以下略・・・・・・」。

行商や露天商もまごうことなき商業の一形態

であるから，理論的には「商業の実態」を構成

する模像の一面ないしは一概念要素でなければ

ならない。しかし「商業統計調査」の規定によ

れば，それらは調査範囲から次のように除かれ

ている。後半の「しかしながら，……」以下を

みよ。

「対象となる商店は， 原則として日本標準

産業分類の大分類G項卸売および小売業に属

する事業所であって，一定の場所で主として

卸売・小売（製造小売を含む。）および物品

売買の代理または仲立を営んでいる事業所で

ある。しかしながら，道路・公園の露店商・

行商人のように営業の場所が一定していない

もの，または，営業のための固定的設備がな

いもの，出入りに入場料，許可等の制限のあ

る事業所の中に設けられているか，または事

業所の構内にあって利用できる範囲を特定の

者に限定しているもの，引き続き 3か月以上

休業しているものおよび国，公共企業体の経

営によるものは除外されている」20)

それは，おそらく，調査技術や調壺実施上の

配慮にもとづくことであろうが，対象規定が概

念カット・オフ（あるいは規模カット・オフ）
注）

を内包することは，理論的模像と統計集団との

似て非なる関係，すなわち前者の後者への矮小

化を語るもので，現象認識における統計の重要

な情報性格の一つである。

（注）カット・オフ (cutoff)には，概念カット・オ

フと規模カット・オフがある。後者は「裾切り」と
もよばれている。たとえば，通商産業省の「生産動
態統計調査」は規則第4条で「調査の範囲」を，
「別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所又

は企業」と規め， 「別表」には「全部」， 「従業者
100名以上のもの」あるいは「従業者10名以上のも

の」等々．生産品目別に対象となる事業所の規模に
よる謁査範囲が一覧表で示されている。

また，労働省の「毎月勤労統計調査」は，規則第

6条「調査の範囲」で概念カット・オフ（公務関係）
を，第7条「調査の対象」で規模カット・オフを行
っている。

対象規定には，さらに，いまひとつの論理的

な暴力が不可避である。そのつど指摘している

ように，社会現象の担い手である個的存在は，

複雑多岐な相互依存の規定関係にあるため，存

在形態も萌芽的，残存的，あるいは混合的，支

配的というような諸形相を呈し，また，種類の

ちがういくつかの活動を同じところでおこなっ

ている場合もすくなくない。したがって，単純

一義にその属する範疇を規めることがむつかし

いのが常例である。しかし統計調査における対

象規定は，そのような混交的諸相を呈している

個的存在にたいしても，定義による対象の形式

的画ー的割切りを要求する。

調査の対象や範囲の規定によく用いられる

「事業所の産業」についてみよう 21)0 

「事業所の産業を決定する場合は， 事業所で

行われている経済活動による。事業所によって

は，そこで複数の分類項目に該当する経済活動

が行われている場合もあるが，このような場合

は，主要な経済活動により決定する。この場合

の主要な経済活動とは，原則として 1か年間の

総収入額又は総販売額の最も多いものをいう。

なお，原則によることが困難な場合又は適切

でない場合は，従業員の数又は設備によって，

その事業所の産業を決定する」。

前（注）でみた規模カット・オフもここでい

う論理的暴力の一種である。規模には資本金，

従業者数，設備能力，売場而積，取引高などい

20) 総務庁統計局『文書統計事務提要（下巻）」（第
一法規出版） 2612-3頁。

21) 「日本標準産業分類」（前出）の「産業の決定」。
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ろいろあるが，いずれにしても，カット・ライ

ンがきまれば，調査範囲の決定はまったく形式

的にすすめられる。

要するに， 「基本標識」とは，調査対象につ

いての上述のような理論的規定と形式的規定

とを内包するものとしての「同種性」であるか

ら，社会で一般的に用いられる「同種」 0)概念

とは，若干趣が異なる。

このように一義的，形式的に対象を定義で割

切る論理の暴力は，選別や区分を課業過程にも

つ統計調査のいわば宿命であるから，それは調

査範囲の確定における対象規定にとどまらず，

これから考察する実査や集計の諸課業にとって

最も重要なポイントとなる調査項目や分類項目

の規定においても不可欠の論理的前提をなす。

(7) 

理論的模像を構成する諸概念のすべてが調査

事項にとりあげられるわけではない。概念とし

ては理論的模像にとって重要なものであって

も，計量把掘が不可能ないしは著しく困難なも

のは，指標概念化ができないかぎり調査事項に

することはできない。

大蔵省の法人企業統計（指定統計第110号）

は， 「わが国における法人の企業活動の実態を

明らかにし，あわせて法人を対象とする各種統

計調査のための基礎となる法人名簿を整備する

ことを目的」においている。

法人企業の活動の実態をとらえるためには，

なによりもまず，企業活動の内容がどういうも

のから成っているかを，理論的，概念的に押え

てかからねばならない。そうすると，企業活動

の内容を示す概念的組成要素として①資本金，

②売上高，③資産，負債，④損益，⑤利益処分，

⑥減価償却費，⑦費用，⑧従業員数，⑨役員数，

⑲資本系列，⑪労使関係，⑫市場戦略，⑬役員

の資質，⑭技術陣の開発能力などが挙げられよ

う。それらの事項のうち，たとえば①から⑨ま

では，概念内容を計量的に表現することが容易

であるから，ダイレクトに調査事項とすること

ができる。それに比して，⑩から⑭は内容的に

は前掲の諸概念におとらず，法人の企業活動に

とって核心的に重要な事項であるが， しかしそ

れらの概念内容は計数，計量化になじまないば

かりでなく，考案によって指標概念化をこころ

みても，その実を正しく表現できない性質のも
注）

のである。したがって，それらの諸概念は理論

的模像の複合要素にはなりえても，統計と一体

のものとして構成される指標像（指標複合）の

要素とはなりえない。したがって調査事項とし

て採りあげられようもない。換言すれば，同じ

目的像ではあっても，理論的模像（概念複合）

と統計指標像（指標複合）との間には，統計的

には埋めることができない懸隔が論理必然的に

生ずるということである。

（注）たとえば，労使関係の指標として，労働組合の
有無，争議の形態と日数および参加員数，処分の形
態と人数，労務戟員数などが挙げられよう。 しか
し，労使関係はそのいずれでもあり，またそのいず
れによってもカバーしきれない内容のものである。

調査事項の決定は，調査する側からいえば，

理論的模像にたいする統計家の裁量的認識の結

果であるが，対象的存在の側からいえば，それ

は統計単位の自然的，社会的等々の属性のう

ち，そのいくつかが，統計集団の特徴すなわち

集団性の表出のために，合目的的に選らばれた

ことにほかならない。統計集団とその集団性は

それを構成する統計単位とその特性を抜きにし

ては， 論理的にも手続的にも成り立たないの

で，統計調査では統計単位とその属性について

の具体的な確認が「実査 (fieldwork)」として
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おこなわれる。

特性は知覚された個的存在の属性であるか

ら，統計単位についてそれを確認するには，そ

れに適する知覚の方式が必要である。自然的属

性の確認は測定ないしは測量機器の使用によっ

て感覚的におこなわれるが，社会的属性（政治

的，経済的，等々）の確認には，その種の機器

は一般的に用をなさない。したがって，社会的

属性を確認し，それらを特性として記録するた

めには，なによりもまずそれらの識別に役立つ

概念装罹が必要である。調査される統計単位の

属性は，この概念装直に照らして，はじめて個

々の特性として記録され統計の素材となる。そ

のような識別の役割をもつ概念装置を統計学で
注）

は伝統的に「標識 Merkmal」とよんでいる。

標識は類として「標識項目」をもつ，たとえ

ば， 「従業上の地位」標識がその項目として，

1985年国勢調査では「屈用者，役員，屈人のあ

る業主，屈人のない業主，家庭内職者，家族従

業者」をもち， 1982年就業構造基本調査では

「業主（雇有，雇無），家族従業者，家庭内職者，

屈用者（会社団体役員， 一般常雇， 臨時， 日

屈）」をもつように。

いうまでもなく，標識項目も概念ないしはそ

の複合からなる。したがって，理論的にはすべ

ての標識項目がたとえば「（雇有）業主」とは，

「（雇無）業主」とは，「家族従業者」 とは， 云

々……というように規定される。調査される統

計単位の属性は，それらの標識項目を規準に識

別され，記録される。そのようにして識別され

た属性（すなわち，確認された統計単位の特性

あるいは特性値）が， 「標識の値」 または「標

識値」である。

（注）統計調査総覧や統計実務書では，標識，標識項
目の語は使われない。該当する用語として「調査事
項」， ないしは「調査項目」が用いられている。こ

第 51巻第 4号

の両者は，たいてい区別なしに用いられるが， 「調
査事項 (censustopics)という言葉は，調査せね
ばならない一般的な主題 (subjects) のことであ
り，その調査事項のためのデータは調査票の特定の
調査項目 (questionnaireitem) によって得られ
る」22) という説明もある。標識と標識項目の関係を
想定すれば， topicsとitemを使い分けた意図も，
あながち理由のないことではない。

行論からすれば，調査計両に用いられる定義

や諸概念は，当然，統計家が把持する社会科学

の理論によるということであろうが，政府の統

計調査にあっては，支配的社会科学の理論が統

計家のそれに優先する。その指摘はこれまで批

判的統計学者たちによってなされてきたところ

であるが，わたくしは，この「支配的」という

ことに， これまで指摘されてきた「支配階級

の」ということと，この社会で「一般的に用い

られている」という二重の意味をこめておきた

い。というのは，社会科学にとって「支配的」

と「一般的」とは，それらが社会現象について

の常識的理解にもとづくかぎり，決して別のも

のではありえないからである。

支配的社会科学の理論に依拠するとはいえ，

個々の統計調査に用いられる定義や概念が，調

査を主管する各機関の統計家によって行われる

という事情は，統計の魂といわれる他の統計と

の比較や統合の可能性をそこなう危険性を不可

避なものにしている。そのために先進諸国では

定義や概念の標準化が統計行政の主要な柱の一

つになっている。したがって，この問題につい

ては稿をあらためて言及する必要がある。

(8) 

調査事項は理論的模像の組成要素である諸概

22) UNITED NATIONS, Handbook of Population 
Census Methods, Volume 1 GENERAL AS-
PECTS OF A POPULATION CENSUS, STUD-
IES IN METHODS SERIES F No. 5, Rev. 1, 
p. 13. 
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念のうち調査目的に照応し，統計的表章にもな

じむ概念要素，換言すれば統計的表章が予定さ

れる総体像の徴表であるから，それはさきにみ

た指標概念の原基的ないしは蛹的形態ともいう

べきものである。蛹的とは幼虫（属性）が蛹調査

事項，標識）に成って蝶（統計指標）に転化す

る姿の類推にほかならない。

指標概念は統計調査過程を径て数量的表現形

態をとり，統計値の系列で総体像の徴表を語

る。したがって，統計調査が計画通りに進行す

るならば，社会現象はさきの Schemaにつづい

て，（理論的模像＝概念複合）→指標複合→（統計

調査過程） →統計値系列となり，統計家はそこ

に調査目的の実現をみることができる。それが

すなわち社会現象の統計的認識である。

ところで，統計調査の手続には理論的模像の

作業はない。したがって，調査計画は一見，調

査対象と調査事項の検討から始まっているよう

に見える。計画課業を外見のままそのようにと

らえるならば，統計的認識の論理は前述のそれ

に比し，はるかに簡易な思考過程となろう。現

行の統計調査にはそのような手続論にもとづく

と思われるものがないではない。そうした場

合，われわれは，統計単位の規定と選ばれた調

査事項が，調査目的にとって真に適合的である

かどうか，あるいは統計としてとらえることの

できる現像の諸側面のうち，落してはならない

側面はすべて指標概念化され，調査事項に組み

入れられているかどうか，それらの問にたいし

て判断の手がかり， ないしは枠組みをもたな

い。というのは，発現の規模も形態も多様なう

えに複雑多岐に関耽し合っている社会現象の諸

側面を，統計的に表章することを規定した調査

目的は，すでに考察したように，たいてい目的

規定としては，内容的にあまりにも簡単かつ形

式的であるため，上記の疑問にたいして判断の

規準とはなりえないからである。それにもかか

わらず，こんにち，理論的模像ぬきの調査計画

が十分可能なように思われがちなのは，統計調

査の一般化，）レーチン化のため，統計の成立に

とって最も核心的なこの種の計画課業から，統

計家がいつとはなしに解放され，調査計画がマ

ンネリズムに陥ち入っているためであろう。理

論的模像から始めるのでなければ，調査対象や

調査事項の決定は，前例に倣うか一部修正ない

しは補正で，この課業は終る。そうした事情は，

調査計画の重要性をいよいよ統計調査の彼岸に

押しやり，他面では，行政組織における統計家

の専門職としての存在意義を軽ろからしめる契

機ともなっている。なぜならば調査目的→理論

的模像→統計指標像→統計集団の形成に至る思

考過程こそが， F.Zizekがいうように，指導的
注）

統計家に固有の最も重要な課業だからである。

（注） 「本質的に大きな意義を有するのが，後者（指
導的統計家の決定……大屋）であることはただちに
明らかであろう。なぜならば，『決定」がいまや（統
計的）労働行程を規制し，制約するからである。し

たがって「決定」の方が科学本来の関心事でもあ
る。われわれにとってはとくに「論理的決定」が重
要であるので，本書においては，この問題を重点的
に取り扱った」23)。「統計調査の成否は，なにをさて

おいても，数字獲得を形成する指導的統計家の能力
と知識とに依存する。数字獲得を形成し規制する統
計家は自分の責任重い役割を解決するために，自分

が研究せねばならぬすべての一―—経済学的，人口学
的等々の一ー素材に精通していなければならない。
研究目標を正しく認識し選択するためには，彼は，

さらに狭義の正しい方法を知り，彼の決定と指示と
により調査全体ー一統計調査と調査材料の整理ー一
を，あらゆる点でコントロールする能力をもたねば
ならない」24)。

「（調査の）原理をつくり，（調査に）責任をもつ

統計家のこの重要な指導的機能は，これまで統計方
法論のなかで，かつて言及されたことはなく，まし
てや，それ相応の評価さえされていなかった」25)。

23) F. Zizek, Wie statistische Zahlen entstehen, 
s. 89. 

24), 25) a.a.O., S. 118-9. 
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